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平成２６年第２回田原市教育委員会臨時会会議録 
 

１ 開会 平成２６年３月３１日 午前９時１６分 

 

２ 閉会 平成２６年３月３１日 午前９時５５分 

 

３ 会議に出席した委員 

渡邉峰男委員長、金原真人委員、横田 威委員、嶋津隆文委員 

 

４ 会議に欠席した委員 

  山本明子委員 

 

５ 会議に出席した職員 

教育部長               前田和宏 

教育部次長兼教育総務課長       中村文紀 

  学校教育課長             山本克仁 

  生涯学習課副主幹           鈴木隆広 

  文化財課主幹                鈴木利昌 

  図書館長               豊田高広 

     

 

６ 議事日程 

  別紙のとおり 
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田原市教育委員会第２回臨時会議事日程 

 

             日 時 平成２６年３月３１日（月) 

                 ９時００分 

             場 所 南庁舎６階 ６００会議室 

 

１ 会議録署名者の指名 

 

２ 議題 

(1) 田原市校区市民館長の任命について 

(2) 田原市校区市民館主事の任命について 

(3) 田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関する規則の一部を

改正する規則について 

(4) 田原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

(5) 田原市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

(6) 田原市給食センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

 

３ その他 
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開  会    午前9時16分 

渡邉委員長 皆さんおはようございます。 

ご多用のところご出席くださいまして、ありがとうございます。 

山本委員から欠席の連絡がきております。 

ただ今の出席委員は、４名であります。定足数に達していますので、

平成２６年田原市教育委員会第２回臨時会は、成立いたしました。 

 これより開会いたします。 

それでは、会議規則第１４条第２項の規定により「会議録署名者」

の指名をさせていただきます。今回の署名者として横田委員と嶋津教

育長のご両名を指名させていただきますので、よろしくお願いします｡ 

早速議事に入ります。 

 始めに 議案第１２号田原市校区市民館長の任命についてを議題

といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

生涯学習課副主幹 議案第１２号田原市校区市民館長の任命について別紙のとおり任命

するものです。 

提案理由でございますが、田原南部、伊良湖、亀山、中山、福江、

清田の６校区館長の辞職に伴い、後任の任命をするものです。 

渡邉委員長 説明が終わりましたが、御質問等ございましたらお願いします。 

金原委員 任期は2年ですか。 

生涯学習課副主幹 はい2年です。 

渡邉委員長 よろしいですかね。 

（「なし」と言う者あり） 

渡邉委員長 御質問もないようですので、議案第１２号田原市校区市民館長の任

命についてを原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

渡邉委員長 御異議がないようですので、議案第１２号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

次に議案第１３号田原市校区市民館主事の任命についてを議題とい

たします。 

事務局の説明をお願いします。 

生涯学習課副主幹 議案第１３号田原市校区市民館主事の任命について別紙のとおり任

命するものです。 

提案理由でございますが、赤羽根市民館主事が3月31日付けで退職す

るため、後任に藤井典子氏を任命するものです。 

渡邉委員長 説明が終わりました。御質問等ございましたら、お願いいたします。 

 （「なし」と言う者あり） 

渡邉委員長 御質問もないようですので、お諮りいたします。 

議案第１３号田原市校区市民館主事の任命について原案どおり可決

することにお異議ございませんか。 
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（「異議なし」という者あり） 

渡邉委員長 御異議がないようですので、議案第１３号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

 次に議案第１４号田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に

関する規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長 議案第１４号田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関す

る規則の一部を改正する規則について提案理由でございますが、教育

委員会事務局の組織体制の改革による教育総務課内に教育企画室を設

置、文化生涯学習課及びスポーツ課の設置に伴う事務分掌の見直しな

ど所要の改正をするものです。新旧対照表をご覧ください。第2条では、

文化生涯学習課とスポーツ課の設置、第3条では、教育総務課の事務分

掌の見直し、第3条の2では、教育企画室の事務分掌、第4条は、学校教

育課の事務分掌の見直し、第5条は、文化生涯学習課の事務分掌、第6

条は、図書館の事務分掌の見直し、第7条では、スポーツ課の事務分掌

を規定、第9条は、職員の職名を改正するものです。 

渡邉委員長 説明が終わりました。御質問等ございましたら、お願いいたします。 

教育長  第5条第11号の「文化財」の記述を「文化振興」に修正をお願いした

い。 

教育部長 原案を修正して可決いただければ良いと思います。 

渡邉委員長 「文化財」を「文化振興」に修正でよろしいですか。 

ほかによろしいですか。お諮りいたします。 

議案第１４号田原市教育委員会事務局組織及び職員の設置等に関す

る規則の一部を改正する規則について原案を一部修正して可決するこ

とにお異議ございませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

渡邉委員長 御異議がないようですので、議案第１４号につきましては、原案修

正し可決いたしました。 

 次に議案第１５号田原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

についてを議題といたします。 

 

教育総務課長 議案第１５号田原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いての提案理由でございますが、田原市教育委員会の項のうち刷込用

公印を削除するものです。 

新旧対照表をご覧ください。愛知県田原市教育委員会の項の内、就

学通知書、就学時健康診断通知書の刷込用以下を削除するものです。 

渡邉委員長 説明が終わりましたが、ご意見・ご質問等ございましたらお願いし

ます。 

（「なし」と言う者あり） 

渡邉委員長 よろしいですか。 
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議案第１５号 田原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則に

ついてを原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

ご異議がないようですので、議案第１５号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

次に議案第１６号 田原市立学校管理規則の一部を改正する規則に

ついてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長 議案第１６号 田原市立学校管理規則の一部を改正する規則につい

ての提案理由でございますが、職務専念義務の免除の承認の規定を新

たに設け、承認事務を明確にするものです。新旧対照表をご覧くださ

い。第１７条の休暇の規定に職務専念義務の免除の規定を追加するも

のでございます。 

渡邉委員長 説明が終わりましたが、ご意見・ご質問等ございましたらお願いし

ます。 

（「なし」と言う者あり） 

渡邉委員長 よろしいですか。 

議案第１６号田原市立学校管理規則の一部を改正する規則について

を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

ご異議がないようですので、議案第１６号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

次に議案第１７号田原市給食センターの管理運営に関する規則の一

部を改正する規則についてを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長 議案第１７号田原市給食センターの管理運営に関する規則の一部を

改正する規則についての提案理由でございますが、出先機関としての

給食センター廃止に伴い所要の改正を行なうものです。新旧対照表を

ご覧ください。第２条中給食センター職員を教育総務課職員に、給食

センター所長を教育総務課長に改め、第３条では、所長を課長に改め、

第１０条では、給食センターを教育総務課に改めるものです。 

  

渡邉委員長 説明が終わりましたが、ご意見・ご質問等ございましたらお願いし

ます。 

（「なし」と言う者あり） 

よろしいですか。 

議案第１７号田原市給食センターの管理運営に関する規則の一部を

改正する規則についてを原案どおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」という者あり） 
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ご異議がないようですので、議案第１７号につきましては、原案ど

おり可決いたしました。 

渡邉委員長 次の「３その他」に移ります。 

何かございますか。 

（「なし」と言う者あり） 

教育部長 六連校区の学校再編について校区会長と大竹議員から報告書が先週

提出されました。内容は、考える会の１年間の活動などです。再編に

ついては、条件付でおおむね了解が得られたということです。その条

件は、田原東部小との統合ならば、中間地へ新しい学校の設置を希望

するものです。また、小規模特認校制度の導入についても検討するよ

う要望がありました。今後も六連校区と協議し進めてまいります。 

なお、報告書資料については、次回の教育委員会で配布させていた

だきます。 

渡邉委員長 小規模特認校制度のメリットは何がありますか。 

教育部長 学校への通学区域を取り払うことにより、希望により校区外からの

入学を可能となることです。学校に魅力がないとなかなか集まらない

と考えます。 

教育長 トライアスロンの所管が今年度からスポーツ課へ移りました。東京

オリンピック2020年の開催に向けその合宿に伊良湖を使ってもらいた

いと考えています。オリンピックの前から使ってもらうと非常に地元

も盛り上がると思います。この動きをトライアスロン協会や東京都と

調整をしておりまして、どうなるか分かりませんが、誘致活動をして

いきます。４月１１日には、私、スポーツ課職員と全日本トライアス

ロン連合会へ行ってきますので、ご承知置きください。 

  

渡邉委員長 他はよろしいですか。 

ないようですので、本日の議事は全て終了いたしました。御協力あ

りがとうございました。 

これをもちまして、田原市教育委員会第２回臨時会を閉会させてい

ただきます。お疲れさまでした。 

  

 閉  会    午前9時55分 

 

 


